
選挙をきれいにする国民運動推進大阪府本部 

声 明 

 

 

 近く、第５０回衆議院議員総選挙が執行されますが、国民の意思が正しく政

治に反映され、民主主義が健全に発展するためには、不正や腐敗をなくし、明

るくきれいな選挙が行われることが大切です。 

 しかしながら、最近の選挙においても、買収、供応、文書違反、公共物への

掲示箇所違反等の選挙犯罪が跡を絶たない状況にあることは、本当に残念です。 

 私たちは、明るくきれいな選挙を実現するために全力を注ぎ、違法な行為に

対しては厳正な措置を行う決意です。 

 政党、立候補予定者、その他関係者におかれましては、国民の期待に応え、

法令の定めに従い、ルールを守って、きれいな選挙を進められるよう、自戒自

粛を強く求めます。 

 一方、有権者の皆様には、選挙違反を厳しく批判し、主権者としての自覚を

持ち、良識ある行動をとられるとともに、投票は主権者である私たちが政治に

参加する最も重要な機会であることに鑑み、貴重な一票を必ず行使されるよう

期待します。 
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